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号



武　蔵　一　宮 （２）第三十一号

　
八
月
一
日
午
前
十
時
よ
り
例
祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。
畏
き
辺
り
よ
り
勅
使
と
し

て
掌
典
の
前
田
章
利
様
御
参
向
の
も
と
厳
粛
に
行
い
、
東あ

ず
ま
あ
そ
び游
の
奉
奏
を
頂
き
、
皇
室

の
弥
栄
と
氏
子
崇
敬
者
の
御
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
し
た
。

　
神
社
本
庁
統
理
の
御
名
代
に
神
社
本
庁
総
長
・
石
清
水
八
幡
宮
の
田
中
恆
清
宮
司

（
京
都
府
）、
埼
玉
県
神
社
庁
庁
長
・
高
麗
神
社
の
高
麗
文
康
宮
司
、
大
野
隆
司
総
代

会
長
は
じ
め
氏
子
総
代
、
清
水
勇
人
さ
い
た
ま
市
長
、
県
内
神
職
、
招
待
し
た
崇
敬

者
な
ど
約
二
百
五
十
名
の
御
参
列
を
頂
き
ま
し
た
。
勅
使
奉
迎
の
た
め
、
三
の
鳥
居

内
に
町
内
山
車
神
輿
が
三
十
四
基
参
集
致
し
ま
し
た
。

堀
澤　
節

山
田　
郁
子

小
林　
瞳

牧
野　
安
甫

飯
野　
直
紀

牧
田　
範
男

加
藤　
正

蓜
島　
雲
外

金
田　
石
城

山
北　
知
子

清
水　
昌
子

島
﨑　
英
子

吉
澤　
公
子

𠮷
田　
ゆ
き
江

竹
市　
和
昭

　
例
祭
に
際
し
左
記
の
皆
様
よ

り
雪
洞
書
画
の
奉
納
を
頂
き
ま

し
た
。
御
篤
志
に
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。　
（
順
不
同
敬
称
略
）

雪
洞
書
画
奉
納
御
礼

例
祭　

斎
行

山車・神輿

 東町１丁目
前：神輿
後：山車

東町２丁目

高鼻町１丁目

高鼻町２丁目

吉敷町

下町明美会

浅間町

仲町

吉敷町

下町明美会

浅間町

仲町



武　蔵　一　宮（３） 第三十一号

参集した

植竹町１丁目

大成町１丁目

建和睦会

堀の内町３丁目

桜木町２丁目１区

桜木町２丁目２区

桜木町２丁目３区

堀の内町３丁目

大門町

宮町４丁目

土手町３丁目

堀の内町２丁目

大門町

宮町１丁目

土手町２丁目

堀の内町１丁目

大門町

宮町自治会連合

土手町１丁目

堀の内町１丁目

土屋

　
例
祭
に
際
し
左
記
の
皆
様
よ
り
奉
納
を

頂
き
ま
し
た
。
御
篤
志
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。（
順
不
同
敬
称
略
）

清
酒　
㈱
中
村
写
真
館　

　
　
　
㈱
武
蔵
野
銀
行　

　
　
　
　
頭
取　
長
堀
和
正

　
　
　
さ
い
た
ま
商
工
会
議
所

　
　
　
　
会
頭　
池
田
一
義

　
　
　
㈱
電
成
社

　
　
　
東
宮
睦　
清
水
清
磨

　
　
　
㈱
和
泉
空
調
設
備

　
　
　
　
代
表
取
締
役　
辻
林
愛
次
郎

　
　
　
サ
ン
・
ア
ド
ニ
ィ
ス
㈲

　
　
　
　
代
表
取
締
役　
石
田
和
美

　
　
　
㈱
榮
太
樓
總
本
鋪

　
　
　
み
ず
ほ
証
券
㈱
大
宮
支
店

　
　
　
　
支
店
長　
並
木
謙
司

　
　
　
ｓ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
ｒ
ｏ
ｗ
ｏ
ｎ
℮

　
　
　
　
葵
原
僖
祐

　
　
　
丸
三
屋

　
　
　
㈱
宮
本
卯
之
助
商
店

　
　
　
李　
明
美

　
　
　
大
島
文
子

　
　
　
貴
田
容
子

　
　
　
髙
木
洋
明

　
　
　
篠
竹
静
子

　
　
　
吉
田
由
香
里

　
　
　
田
中
潤

　
　
　
鎌
田
容
理
子

　
　
　
本
庄
泰
孝

　
　
　
藤
野
泰
功

西
瓜　
㈲
渡
辺
青
果
店

奉
納
御
礼



第三十一号 武　蔵　一　宮 （４）

祭
事
暦

　

当
社
で
は
毎
日
の
日
供
祭
以
外
に

も
年
間
約
七
十
の
祭
典
を
行
い
、
謹

ん
で
御
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
安
泰
、

五
穀
豊
穣
と
氏
子
崇
敬
者
の
繁
栄
を

祈
願
し
て
お
り
ま
す
。

七
月
　
　
一
日
　
月
次
祭

　
　
　
十
五
日　
献
詠
祭（
兼
題　
木
精
）

　
　
三
十
一
日　
例
祭
前
日
祭

八
月
　
　
一
日　
例
祭

　
　
　
　
二
日　
神
幸
祭

　
　
　
十
五
日　
献
詠
祭（
兼
題　
例
祭
）

　
　
　
　
　
　
　
埼
玉
縣
護
國
神
社
み
た
ま
祭

九
月
　
　
一
日　
月
次
祭

　
　
　
十
五
日　
献
詠
祭（
兼
題　
梨
）

　
　
　
　
　
　　
敬
老
祭

　
　
二
十
三
日　
秋
季
皇
霊
祭
遥
拝
式

　
　
　
　
　
　
　
秋
分
祭

　
八
月
二
日
午
後
三
時
、
神
幸
祭
を
斎

行
致
し
ま
し
た
。
旧
神
領
地
の
六
町
内

（
堀
の
内
、
土
手
、
大
成
、
上
落
合
、

新
開
、
東
大
成
）の
氏
子
有
志
、
ま
た

氏
子
青
年
会
あ
わ
せ
約
百
名
の
皆
様
に

輿
丁
奉
仕
を
頂
き
神
輿
渡
御
、
神
橋
に

て
橋
上
祭
を
行
い
ま
し
た
。

江
戸
期
の
神
幸
祭

　
神
幸
祭
は
、
江
戸
時
代
ま
で
は
年
間

に
五
度
あ
る
大
祭
礼
の
一
つ
で
、
六
月

十
五
日
に
橋き

ょ
う

上じ
ょ
う

御み

幸ゆ
き
之の

祭ま
つ
り

と
し
て
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
本
殿
が
男な

ん
体た
い

宮ぐ
う

、
女に
ょ

体た
い

宮ぐ
う

、
簸ひ

王お
う

子じ

宮ぐ
う

に
分
か
れ
て

お
り
ま
し
た
。

　
前
日
の
六
月
十
四
日
に
男
体
宮
の
神

輿
を
男
体
宮
と
女
体
宮
の
間
に
あ
る
仮

殿
に
移
動
さ
せ
、
神
秘
神
事
を
行
う
と

と
も
に
、
女
体
宮
で
八や

咫た

の
御み

鏡か
が
み

の
下

に
小
麦
茎
で
編
ん
だ
八
重
畳
を
敷
き
替

え
る
な
ど
の
神
事
を
行
い
、
十
五
日
に

仮
殿
か
ら
神
輿
と
神
宝
を
橋
上
に
移
し

て
、
そ
こ
で
神
事
を
斎
行
、
終
わ
る
と

仮
殿
に
還
御
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

神
幸
祭
斎
行

『
武
州
一
宮
氷
川
大
明
神
年
中
行
事
古
法
写
』

『
氷
川
女
体
宮
御
神
鏡
』

橋上祭　献饌

神幸祭　還御写真提供：さいたま市立博物館



第三十一号武　蔵　一　宮（５）

　

七
月
六
日
、
全
国
氏
子
青
年
協
議

会
の
第
六
十
二
回
大
会
が
青
森
県
で

行
わ
れ
、
当
社
氏
子
青
年
会
か
ら

十
四
名
が
参
加
致
し
ま
し
た
。
大
会

前
に
は
蕪
島
神
社
を
正
式
参
拝
致
し

ま
し
た
。

　

七
月
七
日
、
末
社
の
稲
荷
神
社
に

鳥
居
の
奉
納
を
頂
い
た
瀧
澤
知
子
様
、

北
澤
一
哉
御
一
家
様
御
参
列
の
も
と
、

合
同
で
奉
納
奉
告
祭
を
行
い
ま
し
た
。

　
八
月
四
日
、大
宮
ア
ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ

Ｖ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｕ
Ｓ
が
２
０
２
４-

２
５

シ
ー
ズ
ン
の
必
勝
祈
願
を
行
い
ま
し

た
。代
表
取
締
役
社
長
佐
野
秀
彦
様
、

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
本
部
長
原
博
実
様
、

柳
井
里
奈
監
督
、
乗
松
瑠
華
キ
ャ
プ

テ
ン
は
じ
め
選
手
・
ス
タ
ッ
フ
一
同

が
参
加
し
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
飛
躍
を

祈
願
し
ま
し
た
。

　

七
月
九
日
か
ら
十
一
日
ま
で
伊
奈

学
園
中
学
校
の
中
学
生
職
場
体
験
授

業
で
女
子
生
徒
二
名
を
受
け
入
れ
ま

し
た
。
境
内
清
掃
や
御
札
の
授
与
の

他
、
最
終
日
に
は
舞
殿
に
て
豊
栄
の

舞
を
行
い
ま
し
た
。

全
国
氏
子
青
年
協
議
会
大
会

特
別
紙
朱
印
「例
祭
斎
行
記
念
」

伊
奈
学
園
中
学
校
職
場
体
験

例
祭
前
清
掃
奉
仕

鳥
居
奉
納
奉
告
祭

大
宮
ア
ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ

　

Ｖ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｕ
Ｓ
必
勝
祈
願

社
頭
往
来

瀧澤知子様

北澤一哉御一家様

　

七
月
二
十
五
日
、
午
前
九
時
よ
り

例
祭
前
の
神
域
清
掃
奉
仕
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
本
年
の
参
加
者
は
当
番
町

内
で
あ
る
上
小
町
、
新
開
の
氏
子
の

他
、
氏
子
青
年
会
、
敬
神
婦
人
会
、

八
雲
睦
会
あ
わ
せ
約
百
名
の
皆
様
に

本
殿
周
辺
や
楼
門
、
廻
廊
、
摂
末
社
、

勅
使
館
等
の
清
掃
を
行
っ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

七
月
二
十
七
日
よ
り
特
別
紙
朱
印

「
例
祭
斎
行
記
念
」
の
授
与
を
開
始
、

八
月
三
日
に
終
了
致
し
ま
し
た
。
例

祭
限
定
朱
印
紙
は
切
り
絵
使
用
、
２

ペ
ー
ジ
分
使
用
の
も
の
で
し
た
。

写真提供：大宮アルディージャ



武　蔵　一　宮 （６）第三十一号

　

九
月
一
日
よ
り
東
武
ア
ー
バ
ン

パ
ー
ク
ラ
イ
ン
様
主
催
の
沿
線
五
社

　

八
月
十
日
よ
り
画
家
の
は
せ
が
わ

い
さ
お
氏
デ
ザ
イ
ン
の
特
別
紙
朱
印

「
氷
川
の
縁
起
亀
」
の
授
与
を
開
始
、

八
月
二
十
五
日
に
終
了
致
し
ま
し
た
。

　

八
月
十
七
日
、
令
和
七
年
正
月
に

御
奉
仕
頂
く
助
勤
奉
仕
の
希
望
者
に

向
け
説
明
会
を
実
施
致
し
ま
し
た
。

　

九
月
八
日
、
彩
の
獅
子
保
存
会
の

会
員
に
よ
り
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
ま

し
た
。

　

九
月
八
日
、
正
式
参
拝
の
後
、
柳

生
心
眼
流
兵
法
柳
正
館
会
員
に
よ
り

演
武
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　

九
月
八
日
、
正
式
参
拝
の
後
、
呉

竹
荘
に
て
日
本
吟
道
奉
賛
会
会
員
に

よ
り
第
四
十
七
回
吟
詠
剣
詩
舞
奉
納

特
別
紙
朱
印
「氷
川
の
縁
起
亀
」

彩
の
獅
子
奉
納

柳
生
心
眼
流
柳
正
館
奉
納
演
武

吟
道
奉
賛
会

助
勤
説
明
会

模
擬
挙
式

　

八
月
十
八
日
、
氷
川
神
社
結
婚
式

御
用
部
で
は
総
合
フ
ェ
ア
と
し
て
事

前
申
込
者
を
対
象
に
、
儀
式
殿
で
模

擬
挙
式
を
、
社
務
所
に
て
ア
イ
テ
ム

展
示
会
と
新
規
相
談
会
を
執
り
行
い

ま
し
た
。
新
規
相
談
会
の
み
は
七
月

と
九
月
に
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

東
武
ア
ー
バ
ン
パ
ー
ク
ラ
イ
ン
×

沿
線
五
社
開
運
御
縁
線
巡
り

開
運
御
縁
線
巡
り
を
開
始
致
し
ま
し

た
。
当
社
、
久
伊
豆
神
社（
さ
い
た
ま

市
岩
槻
区
）、
櫻
木
神
社（
千
葉
県
野

田
市
）、
柏
神
社（
千
葉
県
柏
市
）、
御

嶽
神
社（
千
葉
県
船
橋
市
）の
五
社
と

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
五
駅
あ
わ
せ

て
十
カ
所
を
巡
る
企
画
で
十
一
月

三
十
日
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。



武　蔵　一　宮（７） 第三十一号

　

九
月
十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
さ
い

た
ま
市
中
学
生
職
場
体
験
事
業「
未
来

く
る
ワ
ー
ク
体
験
」で
大
宮
土
呂
中
学

校
の
生
徒
四
名
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

境
内
清
掃
や
御
札
の
授
与
の
他
、
最

終
日
に
は
舞
殿
に
て
豊
栄
の
舞
を
行

い
ま
し
た
。

　

九
月
二
十
一
日
よ
り
特
別
紙
朱
印

「
満
月
と
迦
陵
頻
」
の
授
与
を
開
始
致

し
ま
し
た
。

　

九
月
十
五
日
、
勅
使
館
及
び
呉
竹

荘
に
て
江
戸
千
家
不
白
会
埼
玉
支
部

設
立
六
十
周
年
記
念
茶
会
が
開
催
さ

れ
全
国
か
ら
約
三
百
名
の
参
加
者
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

九
月
二
十
二
日
、
表
千
家
同
門
会

埼
玉
県
支
部
献
茶
奉
賛
会
に
よ
る
献

茶
式
が
執
り
行
わ
れ
、
左
海
大
宗
匠

の
御
奉
仕
に
て
ご
神
水
に
よ
る
濃
茶

薄
茶
が
神
前
に
点
じ
ら
れ
ま
し
た
。

参
会
者
は
約
二
百
五
十
名
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

九
月
二
十
九
日
、
勅
使
館
及
び
呉

竹
荘
に
て
埼
玉
県
茶
道
協
会
の
秋
の

茶
会
が
開
催
さ
れ
、
さ
い
た
ま
市
長

清
水
勇
人
様
他
、
県
内
外
か
ら
約

二
百
五
十
名
の
参
加
者
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。

茶
席　
裏
千
家　
真
鍋
宗
正

　
　
　
庸
軒
流　
蒼
軒
会

　

第
七
十
四
回
全
国
敬
神
婦
人
北
海

道
大
会
の
開
催
に
あ
た
り
、
九
月

二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
日

程
で
研
修
旅
行
を
実
施
、
当
社
敬
神

さ
い
た
ま
市
職
場
体
験

特
別
紙
朱
印
「満
月
と
迦
陵
頻
」

江
戸
千
家
不
白
会
埼
玉
支
部
茶
会

表
千
家
献
茶
式

全
国
敬
神
婦
人
会
大
会

埼
玉
県
茶
道
協
会
秋
の
茶
会

婦
人
会
よ
り
十
三
名
が
参
加
、
ま
た

大
会
前
に
北
海
道
神
宮
を
正
式
参
拝

致
し
ま
し
た
。



武　蔵　一　宮 （８）第三十一号

昭
和
天
皇
行
幸
記
念
と
新
紙
幣
発
行

　
令
和
六
年
七
月
三
日
、
二
十
年
ぶ
り
に
新
紙
幣
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
一
万

円
札
は
五
〇
〇
も
の
企
業
設
立
な
ど
に
関
わ
り
「
日
本
近
代
社
会
の
創
造
者
」

と
い
わ
れ
た
渋
沢
栄
一
、五
千
円
札
は
女
性
の
地
位
向
上
と
女
子
教
育
に
尽
力
し

た
教
育
家
の
津
田
梅
子
、
千
円
札
は
破
傷
風
等
伝
染
病
の
予
防
と
治
療
に
貢
献

し
た
細
菌
学
者
で
「
近
代
日
本
医
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
北
里
柴
三
郎
で
す
。

　
な
か
で
も
、
渋
沢
栄
一
は
埼
玉
県
の
深
谷
出
身
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当

社
で
実
施
し
た
境
内
整
備
事
業
に
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
参
道
の
三
の
鳥
居
か

ら
神
橋
ま
で
の
敷
石
は
、
渋
沢
栄
一
や
大
隈
重
信
ら
が
筆
頭
と
な
り
奉
納
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　
大
正
六
年
に
行
わ
れ
た
明
治
天
皇
御
親
祭
五
十
年
祝
祭
に
は
、
渋
沢
栄
一
も

顧
問
役
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
ま
し
た
。
境
内
の
天
津
神
社
近
く
に
建
つ

石
鳥
居
敷
石
寄
附
録
は
大
正
二
年
の
も
の
で
、
大
正
元
年
に
建
立
の
石
鳥
居
と

敷
石
の
記
念
碑
と
な
り
ま
す
。ま
た
、隣
に
は
大
鳥
居
と
敷
石
の
記
念
碑
も
立
っ

て
お
り
、
ど
ち
ら
も
奉
祝
祭
を
前
に
し
た
参
道
と
境
内
の
整
備
事
業
の
一
環
と

し
て
行
わ
れ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。
尚
、
五
十
年
祝
祭
は
一
週
間
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
、
神
社
に
は
十
五
万
人
の
参
詣
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
は
昭
和
天
皇
が
昭
和
九
年
十
一

月
十
八
日
に
行
幸
、
当
社
を
御
親
拝
さ

れ
て
か
ら
九
十
年
に
あ
た
り
ま
す
。
当

時
の
大
宮
郵
便
局
は
大
宮
へ
の
行
幸
を

記
念
し
て
特
製
ス
タ
ン
プ
を
作
成
し
て

い
ま
し
た
。
の
ち
に
、
氷
川
公
園（
現

大
宮
公
園
）内
に
は
行
幸
記
念
碑
が
建

立
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
天
皇
は
明
治
四
十
一
年
の
学
習

院
初
等
科
の
遠
足
で
初
め
て
氷
川
神
社

を
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
に
秩
父

宮
殿
下
と
稚
松
を
お
手
植
え
さ
れ
ま
す

が
、
十
二
年
前
に
嘉
仁
皇
太
子
殿
下（
大

正
天
皇
）が
同
じ
と
こ
ろ
に
稚
松
を
お

手
植
え
さ
れ
た
事
か
ら
「
三
殿
下
御
手

植
ノ
松
」
と
呼
ば
れ
慶
事
の
場
所
と
な

り
ま
し
た
。

記念スタンプ（上）
行幸記念碑（左）
記念絵葉書（下）

奉祝大祭後、退下する会長以下顧問
『官幣大社氷川神社御親祭

五十年祝祭記念帳』より

『行幸記念寫眞帖』より
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暦
　
現
在
、
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
暦
は
太
陽
暦
で
、
明
治
五
年
の
改
暦
の
布
告
に
よ
り
太
陰
暦
か
ら
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　
古
来
、
暦
を
定
め
る
の
は
天
子
の
な
す
事
と
さ
れ
官
暦
は
朝
廷
が
定
め
、
江
戸
期
に
渋
川
春
海（
し
ぶ
か
わ
し
ゅ
ん
か
い
／
は
る
み
）が
貞じ

ょ
う

享き
ょ
う

暦れ
き

を
案
出
し
て
か
ら
は
幕
府

の
天
文
方
が
制
定
し
、
宝ほ

う
暦り
ゃ
く

暦れ
き

、
寛か
ん

政せ
い

暦れ
き

、
天て
ん

保ぽ
う

暦れ
き

、
明
治
の
改
暦
に
至
り
ま
す
。
我
が
国
に
お
け
る
最
古
の
暦
は
静
岡
県
浜
名
郡
可
美
村
の
城
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木

簡
に
記
さ
れ
た
天
平
元
年（
七
二
九
）の
も
の
で
す
。

　
朝
廷
や
貴
族
社
会
か
ら
一
般
に
も
暦
が
普
及
す
る
と
地
方
暦
が
発
達
し
て
い
き
ま
す
。
静
岡
県
三
島
市
の
三
島
神
社
の
下
社
家
の
河
合
家
が
作
っ
た
三
島
暦
に
は
、
現
存

す
る
最
古
の
暦
と
し
て
永
享
九
年（
一
四
三
七
）の
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
島
暦
の
他
の
地
方
暦
と
し
て
は
鹿
島
神
宮
の
鹿
島
暦
や
氷
川
神
社
の
武
州
大
宮
暦
、
会

津
若
松
の
諏
訪
神
社
の
会
津
暦
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
中
で
大
社
が
中
心
と
な
り
編
暦
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
全
国
津
々
浦
々
に
普
及
し
た
の
は
伊い

勢せ

暦ご
よ
み

で
、
伊
勢
神
宮（
神
宮
が
正
式
名
称
）の
御
師
に
よ
っ

て
大
麻
と
と
も
に
土
産
と
し
て
信
者
た
ち
の
も
と
に
配
布
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
広
ま
り
、
全
国
の
暦
の
約

４
割
を
占
め
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

　
明
治
の
改
暦
前
に
は
、
様
々
な
暦
が
流
布
し
て
い
る
と
混
乱
に
繋
が
る
と
い
う
事
で
、
暦
の
販
売
は
頒
暦
商

社
に
の
み
専
売
権
が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
新
し
い
暦
は
な
か
な
か
順
応
さ
れ
ず
、
明
治
十
六
年
に
そ
の

専
売
権
が
切
れ
る
と
伊
勢
神
宮
が
代
わ
り
に
暦
を
頒
布
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
の
よ
う
に
暦
が
自
由
化
さ
れ
る
の
は
昭
和
二
十
一
年
か
ら
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
神じ

ん
宮ぐ
う

神か
ん

部ぶ

署し
ょ

が
最
後
に

発
行
し
た
の
は
「
昭
和
二
十
一
年
略
本
暦
」
で
、
昭
和
二
十
二
年
以
降
は
名
称
も
「
神じ

ん
宮ぐ
う

暦れ
き

」
と
変
わ
り
神
宮

司
庁
が
編
纂
し
、
神
社
本
庁
が
頒
布
を
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
学
問
所
で
あ
る
昌
平
黌
が
編
纂
し
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
天
正
十
年
の
閏
月
の
取
り

扱
い
で
、
大
宮
暦
と
三
島
暦
と
の
間
に
相
違
が
あ
り
、
三
島
暦
の
方
が
正
し
い
と
さ
れ
、
大
宮
暦
は
停
止
さ
れ

た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
宮
暦
と
三
島
暦
だ
け
の
事
で
は
な
く
、
関
東
暦
と
京
暦
で
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う

事
で
、
三
島
暦
は
関
東
暦
、
大
宮
暦
は
京
暦
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
戦
国
期
に
発
行
を
停
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
大
宮
暦
で
す
が
、
昭
和
二
十
一
年
以
降
は
暦
の
発
行
が
可
能
に
な

り
、
現
在
は
神
社
本
庁
の
「
神
宮
暦
」
と
と
も
に
氷
川
神
社
発
行
の
「
氷
川
暦
」
を
神
札
所
で
頒
布
し
て
お
り

ま
す
。

　
基
本
的
な
作
り
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
内
容
を
細
か
く
見
る
と
、
特
に
欄
外
は
農
業
行
事
や
農
薬
に
関
す
る
知

識
な
ど
、
一
般
の
生
活
に
根
差
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
冠
婚
葬
祭
や
年
中
行
事
、
時
季
の
自
然
を

再
確
認
す
る
も
の
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、
人
々
の
生
活
に
根
差
し
て
い
た
民
間
暦
は
、

時
代
を
反
映
し
て
こ
れ
か
ら
も
発
行
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
参
考
：
暦
と
祭
事　
日
本
民
俗
文
化
体
系
９
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
参
考
：
大
宮
の
郷
土
史
31
号
大
宮
暦
と
北
原
村
の
暦
新
田　
沼
田
尚
道
］

昭和35年氷川暦　資料提供：宮内正勝氏
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全
国
に
約
二
八
〇
社
あ
る
氷
川
神
社
の
分
社
、
そ
の
中
か
ら
獅
子
舞
の
奉
納
が
あ

る
分
社
を
御
紹
介
致
し
ま
す
。

分
社
紹
介

（
江
古
田
）氷
川
神
社

鎮
座
地　
東
京
都
中
野
区
江
古
田

三-

一
三-

六

獅
子
舞　

���

都
無
形
民
俗
文
化
財
。
６
キ

ロ
を
超
え
る
獅
子
頭
が
特

長
。
十
月
第
一
週
の
例
祭
日

に
奉
納
。

（
南
沢
）氷
川
神
社

鎮
座
地　
東
京
都
東
久
留
米
市

南
沢
三-

五-

八

獅
子
舞　

�

市
無
形
民
俗
文
化
財
。太
刀・

世
流
布
・
万
歳
な
ど
の
芸
能

も
行
う
。
四
年
毎
の
十
月
中

旬
に
奉
納
。

（
高
尾
山
麓
）氷
川
神
社

鎮
座
地　
東
京
都
八
王
子
市

高
尾
町
二
二
五
八

獅
子
舞　

�

市
無
形
民
俗
文
化
財
。
三
人

一
組
で
舞
を
舞
う
三
匹
獅
子

舞
。
八
月
第
三
日
曜
日
に
奉

納
。

写真提供：東久留米市郷土資料室
撮影：松本良一氏

写真提供：八王子市生涯学習スポーツ部文化財課 写真提供：中野区文化振興・多文化共生推進課

　

江
戸
幕
府
の
役

人
で
あ
っ
た
村
尾

嘉
陵
の
著
し
た
紀

行
文
『
中
山
道
大

宮
紀
行
』
は
文
政

二
年（
１
８
１
９

年
）当
時
の
神
社

の
様
子
を
知
る
資

料
と
し
て
貴
重
な

も
の
で
す
。

　
「
本
社（
12
）は

二
間
四
方
ほ
ど

で
、
銅
葺
き
屋
根

で
あ
る
。
そ
の
東

に
瓦
葺
き
の
本
地

観
音
堂（
13
）が
あ

り
、
そ
の
前
に
は

神
楽
殿（
15
）が
あ

る
。」　
「
本
社
の

左
裏
側
、
木
立
の

向
こ
う
に
御
手
洗

（
10
）の
橋
を
渡
っ

て
い
く
と
、
男
体

（
４
）・
女
体（
６
）の
両
社
が
あ
る
。
各
々
二
間
四
方
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
銅
で
屋

根
を
葺
い
て
あ
る
。
前
庭
は
千
坪
ほ
ど
の
広
さ
が
あ
り
、
四
方
は
木
立
に
囲
ま
れ

て
風
が
通
ら
な
い
。」
と
境
内
の
描
写
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
〝
本
社
〟
は
大
己
貴
命
を
祀
る
簸
王
子
社
、〝
男
体
〟
は
須
佐
之
男
命
を
祀

る
男
体
社
、〝
女
体
〟
は
稲
田
姫
命
を
祀
る
女
体
社
で
三
社
を
総
称
し
氷
川
神
社
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
後
に
合
祀
さ
れ
本
殿
は
一
社
と
な
り
ま
す
が
、
女
体
社
は
御

嶽
神
社
社
殿
、
簸
王
子
社
は
天
津
神
社
社
殿
と
し
て
現
代
ま
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　
『中
山
道
大
宮
紀
行
』と
現
代
に
残
る
社
殿

一、 氷川神社付近見取略図
（天保７年８月絵図・西角井家文書第4824号を基に作図）

大宮市史　資料編一　付録634ページより

1 寿 能 稲 荷 社
2 寿 能 天 神 社
3 五 山 祇 社
4 男 躰 宮
5 御 仮 殿
6 女 躰 宮
7 愛 宕 社
8 門 客 人 社
9 宗 像 社
10 御 橋（ 神 橋 ）
11 天 神 社
12 火 王 子 宮
13 観音堂（本地堂）
14 稲 荷 社
15 神 楽 所
16 石 上 布 留 社
17 住 吉 社
18 太 々 神 楽 殿
19 神 供 所

20 神 主 岩 井 家
21 神 主（ 東 ）角 井 家
22 観 音 寺
23 大 聖 院
24 宝 積 院
25 神 主（ 西 ）角 井 家
26 社 役 人 　 井 上 家
27 社 役 人 　 磯 部 家
28 社 役 人 　 杉 山 家
29 下 社 人 の 家
30 下 社 人 の 家
31 社 役 人 　 井 上 家
32 社 役 人 　 井 上 家
33 石 橋
34 天 神 社
35 神 主 岩 井 家 及 び

社 役 人 の 墓 地

36 神主（東）角井家墓地
37 神主（西）角井家墓地
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（
敬
称
略
）

　 七
月
　
七
日
　
祭
典
年
番
会
議（
例
祭
）　

　
　
　
　
　
　
武
蔵
菊
花
会
菊
作
り
研
修
会

　
　
十
九
日　
武
蔵
野
銀
行

　
二
十
五
日　
例
祭
前
氏
子
清
掃
奉
仕　

八
月　
四
日　
武
蔵
菊
花
会
菊
作
り
研
修
会

　
五
～
七
日
　
埼
玉
県
神
社
庁

　
　
　
　
　
　
　
初
任
神
職
研
修
会

　
　
十
九
日　
江
戸
千
家
不
白
会
埼
玉
支
部

　
　
　
　
　
　
神
道
婦
人
会
研
修

　
　
三
十
日　
埼
玉
県
神
社
庁

　
　
　
　
　
　
　
秩
父
支
部
総
代
会

九
月　
四
日　
出
雲
大
社
宮
司　
千
家
尊
祐

　
　
　
　
　
　
埼
玉
県
神
社
庁

　
　
　
　
　
　
　
雅
楽
・
祭
祀
舞
合
同
研
修
会

　
　
　
五
日　
靖
国
神
社
宮
司　
大
塚
海
夫

　
　
　
八
日　
吟
道
奉
賛
会
埼
玉
県
本
部

　
　
　
　
　
　
柳
生
心
眼
流
柳
正
館

　
　
　
十
日　
相
模
原
氷
川
神
社
総
代
会

　
　
　
　
　
　
　
（
神
奈
川
）

　
　
十
四
日　
岡
山
県
立
笠
岡
高
校
同
窓
会

　
　
　
　
　
　
　
東
京
支
部

　
　
十
五
日　
敬
神
講
社
理
事
会

　
　
　
　
　
　
氏
子
総
代
会
並
評
議
員
会

　
　
　
　
　
　
臨
時
責
任
役
員
会

　
　
二
十
日　
埼
玉
県
神
社
庁
入
間
西
支
部

　
　
　
　
　
　
　
神
社
氏
子
総
代
会

　
　
　
　
　　
埼
玉
建
築
士
会

　
二
十
一
日　
武
蔵
菊
花
会
菊
作
り
研
修
会

正
式
参
拝
及
び
諸
会
議

七
月
の
奉
納
献
華

八
月
の
奉
納
献
華

　
参
道
の
清
掃
活
動
を
頂
き
ま
し
た
皆

様
の
芳
名
を
紹
介
し
、
謹
ん
で
御
篤
志

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　

 　
（
五
十
音
順
、
敬
称
略
）

・
阿
含
宗
埼
玉
道
場

・
大
宮
明
る
い
社
会
づ
く
り
の
会

・
崇
教
眞
光
大
宮
準
道
場

・
ホ
ア
ラ
・
フ
ラ
・
ア
カ
デ
ミ
ー

・
み
ず
ほ
証
券
株
式
会
社

・
武
蔵
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

参
道
清
掃
奉
仕
御
礼

新
規
授
与
品
「八
雲
の
鈴
」

古流松藤会　　岩波理豊
桂古流　　　　小林華侊
桂古流　　　　高橋典花
池坊　　　　　草谷智花
古流松藤会　　川嶋理智
草月流　　　　竹下尚峰

古流松藤会　　岩波理豊
池坊　　　　　草谷智花
桂古流　　　　高橋典花
草月流　　　　竹下尚峰
正風流一光会　桐生一光
草月流　　　　高山幸華

武
蔵
菊
花
会
菊
花
展

〇
日
程
　
十
一
月
一
日（
金
）～

　
　
　
　
　
十
一
月
十
五
日（
金
）

〇
会
場
　
楼
門
内
廻
廊
、
舞
殿
他

〇
内
容
　
ダ
ル
マ
、福
助
、盆
養
、

　
　
　
　
懸
崖
、
切
花
、
盆
栽
等

　
武
蔵
菊
花
会
で
は
新
規
会
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
興
味
を
お
持

ち
の
方
は
、
菊
花
展
期
間
中
に
現

場
の
会
員
ま
で
お
声
掛
け
願
い
ま

す
。

　
十
二
月
十
日
よ
り
除
災
招
福
の

お
守
り
「
八
雲
の
鈴
」
の
授
与
を

開
始
致
し
ま
す
。
初
穂
料
は
千
円

で
ご
ざ
い
ま
す
。

※
九
月
は
台
風
予
報
に
よ
り
中
止



武　蔵　一　宮 （12）第三十一号

第
三
十
二
号
は
令
和
七
年
一
月
十
五
日
発
行
予
定
で
す

ホーム
ページ

インスタ
グラム

エックス
（旧Twitter）
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令和７年の厄年（数え年）

数え年 前厄 本厄 後厄

男 の 厄 25 才
平成
14 年

平成
13 年

平成
12 年

男の大厄 42 才
昭和
60 年

昭和
59 年

昭和
58 年

男 女 厄 61 才
昭和
41 年

昭和
40 年

昭和
39 年

数え年 前厄 本厄 後厄

女 の 厄 19 才
平成
20 年

平成
19 年

平成
18 年

女の大厄 33 才
平成
 ６ 年

平成
 ５ 年

平成
 ４ 年

女の小厄 37 才
平 成
 ２ 年

昭和 64 年
平成　元 年

昭和
63 年

令和７年の方位除（数え年）

  北　東　  南　西　

昭和

 ７ 年 94 才

昭和

４ 年 97 才

16 年 85 才 13 年 88 才

25 年 76 才 22 年 79 才

34 年 67 才 31 年 70 才

43 年 58 才 40 年 61 才

52 年 49 才 49 年 52 才

61 年 40 才 58 年 43 才

平成

 ７ 年 31 才

平成

４ 年 34 才

16 年 22 才 13 年 25 才

25 年 13 才 22 年 16 才 

令和 ４ 年 ４ 才 31 年
令和元 年 ７ 才

  中央 （八方除）　 北
大正 15 年

昭和 元 年 100 才

昭和

 5 年 96 才

昭和

10 年 91 才 14 年 87 才

19 年 82 才 23 年 78 才

28 年 73 才 32 年 69 才

37 年 64 才 41 年 60 才

46 年 55 才 48 年 51 才

55 年 46 才 59 年 42 才

64 年
平成 元 年

37 才

平成

５ 年 33 才

平成

10 年 28 才 14 年 24 才

19 年 19 才 23 年 15 才

28 年 10 才 令和 ２ 年  ６ 才

　最新のお知らせは
ホームページ、SNS
で御案内致します。
正月初詣時期は帳面
への記入は行ってお
りません。特別紙朱
印、新規帳面のみの
授与となります。

紅葉特別紙朱印
10月26日授与開始

正月特別紙朱印
1月1日授与開始

大湯祭特別紙朱印（金・銀）
11月30日授与開始


